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公共下水道は、快適で住み良い環境の確保や河川などの公共用水域の汚濁防止の役割

を果たす重要な施設であり、豊かな自然を守り快適で文化的な生活をするための重要な

社会資本として、都市的なまちづくりをするうえで欠かすことのできない施設です。中

井町の公共下水道事業は、平成１１年度から供用開始となり皆様のご理解とご協力をい

ただき、順次利用可能地域を拡大しています。 

 

 

以前、川や海の汚れの原因は、工場などからの産業排水が主だとされていましたが、

法律による規制で産業排水による汚れは減っています。現在、川の汚れの原因の８０％

は、家庭から出る生活系排水によるものです。おわん一杯のみそ汁を捨てると、きれい

な川にするためにはお風呂６杯分の水で薄めなければなりません。川や海にはもともと

水をきれいにする力がありますが、私たちは毎日の暮らしからそれ以上の汚れを出して

しまっているのです。このような生活排水を元のきれいな水に戻すのが公共下水道です。

下水処理場に広い範囲の排水を集め、汚れを微生物に分解させてきれいにしてから放流

することで、川や海の水を汚れから守っているのです。また家庭や工場からの排水を下

水道に流すようにすれば、汚いドブがなくなります。 

 

 

１ 下水道本管工事と公共マス（公共下水道）の使用開始          

公共マスとは、家庭や事業所などから流される排水を集めて公共下水道管へ流し込む

ために皆さんの敷地内に設置するマス

のことで、町が公共下水道の整備区域

内の土地に設置します。 

公共マスは、公共下水道の本管を埋

設する時に同時に設置させていただく

こととなります。その際皆さんに「公

共マス等設置承諾書」のご提出をお願

いしますので、公共マスの設置を希望

される場所等を記入してご提出くださ

い。なお、公共マスの設置位置は、官

公共下水道への接続とマスの設置 

なぜ公共下水道が必要 

公共下水道事業 
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民界の民地側１ｍ以内とさせていただきます。 

公共マスの設置後、実際に公共マスを使用して公共下水道をお使いいただける時期は、

おおむね、公共マスを設置した翌年度からとなります。公共マスを設置しても下水道の

本管が完成していないと排水をすることはできませんのでご注意ください。公共マスを

ご利用いただけるようになりましたら町の広報等でお知らせいたします。 

２ 排水設備工事                            

実際に公共下水道を使用するには、家庭内から出る汚水（トイレ、台所、風呂場、洗

濯場からの排水）を町が設置した公共マスに接続するための排水管等の排水設備の設置

が必要となります。この排水設備は、個人が造り管理する施設となっており、下水道が

使えるようになったら遅滞なく設置しなければならないと下水道法（第１１条の３）に

規定されています。（くみ取り便所は３年以内） 

＊し尿浄化槽使用の場合 

 水洗トイレを使用されている方のし尿浄化槽は、公共下水道ができるまで

の施設です。接続するときは、浄化槽を廃止し、直接公共マスにつないでい

ただくことになります。 

＊くみ取り式トイレ使用の場合 

 くみ取り式トイレを使用されている方は、接続する時に水洗トイレに改造

してください。 

３ 排水設備の工事は指定工事店で                    

 排水管の内径やマスの構造などは、法律や町の条例などで定められています。工事は

この基準にしたがって技術的に正しく施工されなければなりません。必ず町の指定工事

店へお申し込みください。 
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４ 下水道加入の申し込み方法は                     

 下水道加入は、町が指定する工事店が申し込みなどのすべてを代行します。各家庭で

の排水設備の工事が完了し、町の検査が終了したあとで「公共下水道使用開始等届」を

指定工事店を通じて提出することで完了します。 

５ 接続工事の費用                           

 トイレ、洗面所、浴室、台所から公共下水道までを接続する工事の費用が必要です。

工事費は、家屋や敷地の状況などによって異なります。 

６ 工事費の貸付等                           

 町では、排水設備の工事を行い、公共下水道に接続する方に対して、工事費用の無利

子貸付の制度を採用しています。 

無利子貸付制度 

 貸付限度額   50万円 

 融資実施機関  町内金融機関において行います。（郵便局は除く） 

 償還期間    36か月以内 

 融資利息    無利息（ただし、延滞利息は借受人の負担になります。） 

 貸付対象    ①会社その他の法人でない方 

         ②町内に住所を有する方で独立の生計を営む方 

         ③連帯保証人１人をたてることができること 

         ④奨励金制度を受けていないこと 

         ⑤その他 

 

 

※詳細は町ホームページにてご確認ください ⇒⇒⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）「下水道へ接続するには」町ホームページ 
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 公共下水道の使用料制度とは、みなさんのご家庭や事業所などから排出される汚水を

処理するための下水道管や終末処理場の維持管理に必要な費用を使用者のみなさんに

ご負担していただき、適正な事業の運営をするための制度です。 

１ 下水道使用料                            

 公共下水道使用料は、一定の排水量までの基本料金とそれを超えた場合に適用する超

過料金の二つを合計したものです。また超過料金は、一定の範囲毎に１㎥当たりの単価

が変わりますので、その範囲毎の単価により計算した額を合計して使用料が算出されます。 

２ １ヶ月当たりの使用料金表                      

（１ヶ月当たりの使用料表）             （消費税抜き） 

基本料金  超 過 料 金 １㎥当たりの単価 

１０㎥まで 

５５０円 

１０㎥を超え２０㎥までの分 ６５円 

２０㎥を超え３０㎥までの分 ８０円 

３０㎥を超え５０㎥までの分 ９０円 

５０㎥を超え１００㎥までの分 １００円 

１００㎥を超え５００㎥までの分 １２０円 

５００㎥を超え１０００㎥までの分 １２５円 

１０００㎥を超え５０００㎥までの分 １３０円 

５０００㎥を超えた分 １４０円 

｛使用料の算定例｝ 

（例）１ヶ月の排水量が 35㎥の場合 

  まず、35㎥を料金表の区分に基づき以下の４つに分けます。 

  

０        10㎥       20㎥        30㎥     35㎥ 

次に各区分毎の水量に該当区分の単価をかけます。 

① 基本料金（10㎥までの分）       ５５０円 

② 10㎥を超えた分    ６５円×１０㎥＝    ６５０円 

③ 20㎥を超えた分    ８０円×１０㎥＝    ８００円 

④ 30㎥を超えた分    ９０円× ５㎥＝    ４５０円 

小 計        ２，４５０円 

消費税（１０％）           ２４５円 

合 計        ２，６９５円 

① ② ③ ④ 

公共下水道の使用料 
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３ 排水量の認定基準                          

使用料は、流した汚水の量に応じて計算します。 

・水道水使用の場合は、その使用水量が排水量となります。 

・地下水等使用、計測器具がある場合はその指針により、ない場合は認定により決めます。 

みなさんのご家庭で使用する水は、一般的には町営水道ですので、町営水道の使用水

量を公共下水道への排水量とさせていただきます。初回の使用料は、水道の検針日と下

水道の使用開始日が異なる場合があるため、水道の使用水量と排水量が異なることがあ

ります。 

４ 排水量により使用料を計算した場合                  

（１ヶ月当たりの使用料表）               （消費税抜き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 使用料の納付方法（口座振替のほか、コンビニ等でも支払いができます。） 

使用料は１ヶ月の排水量に応じて月の下水道使用料を計算します。その計算した額の

２ヶ月分をまとめて１回の納付額として年６回、偶数月に水道料金と合わせて納付して

いただくこととなります。 

 お支払いは便利な口座振替がおすすめです。 

 納付書で納める場合は、役場１階会計課か取扱金融機関の窓口、全国の提携コンビニ、

スマートフォン決済アプリ（PayPay、PayB、支払秘書、d 払い、au PAY、FamiPay 請求

書支払い）で納めてください。 

 

 ※詳細は町ホームページにてご確認ください ⇒⇒⇒ 

 

取扱金融機関（各本支店） 

・かながわ西湘農業協同組合 

・中南信用金庫 

・さがみ信用金庫 

・横浜銀行 

・スルガ銀行 

・ゆうちょ銀行、郵便局（納付書でのお支払いは関東各都県および山梨県に限ります） 

排水量 使用料 排水量 使用料 

１０㎥まで   ５５０円 ４０㎥の場合 ２，９００円 

１５㎥の場合   ８７５円 ４５㎥の場合 ３，３５０円 

２０㎥の場合 １，２００円 ５０㎥の場合 ３，８００円 

２５㎥の場合 １，６００円 ６０㎥の場合 ４，８００円 

３０㎥の場合 ２，０００円 ７０㎥の場合 ５，８００円 

３５㎥の場合 ２，４５０円 １００㎥の場合 ８，８００円 

（参考）水道料金に関する町ホームページ 
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１ 受益者負担金・分担金制度とは                    

公共下水道が完備されると台所などの生活排水を衛生的に排除でき、浄化槽がなくて

もトイレの水洗化が可能になります。また、環境衛生が大きく向上し、公共下水道がな

い地域に比べて土地の利用価値が上がることとなります。いわば公共下水道は地域の価

値を決める貴重な財産といえるわけです。一方で、公共下水道の建設には巨額の費用が

かかるうえ、その恩恵を受ける人は、公共下水道のできた地域の住民に限られます。も

し、こうした施設の建設費を税金だけでまかなおうとすると、公共下水道のない地域の

住民には不公平な負担をかけることになってしまいます。 

そこで、公共下水道の整備によって利益を受ける方々に建設費の一部を負担していた

だき、下水道の整備を促進しようとする制度が、「受益者負担金・分担金制度」です。

なお、納めていただく受益者負担金・分担金は、対象となる土地について一度限りとな

りますので、どうぞご理解とご協力をお願いいたします。 

※市街化区域の土地には受益者負担金制度、市街化調整区域の土地には受益者分担金制

度が適用されます。 

２ 受益者（負担金・分担金を納めていただく方）とは           

（１）賦課区域内の土地所有者 

または 

（２）賦課区域内の土地の権利者（地上権等長い期間にわたって土地に権利を定めてあ

る場合は、下水道ができることによって利益を受けるのは土地の所有者ばかりでなく、

その権利者も利益を受けることになりますので、所有者と権利者で相談して受益者を決

めていただきます。） 

受益者の例 

 下水道を使用できる区域に、土地を所有している方又は地上権等の権利を有している

方が受益者となります。したがって借家人など土地の権利を持っていない方は受益者と

はなりません。図で表すと次のようになります。 

 一般例ですので③④については土地所有者と家屋所有者がご相談のうえお決めくだ

さい。 

  

下水道事業受益者負担金・分担金制度 
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３ 受益者の申告                            

申告は、受益者（負担金・分担金を納めていただく方）を決めていただくためのもの

です。 

申告書は、受益者負担金・分担金の賦課対象区域内の土地所有者に送りますので、土

地を貸しているような場合には、権利者と話し合いのうえ受益者を決め、指定の期日ま

でに申告してください。なお、期日までに提出がない場合には、公簿等により町長が受

益者となる方を認定することになります。 

４ 負担金の対象となる土地は                      

市街化区域の中で、賦課区域内となった住宅、工場、店舗、田、畑、神社、寺院、官

公舎、駐車場、学校等すべての土地が対象となります。ただし、公共に使われている道

路、公園、河川などは除かれます。 

５ 分担金の対象となる土地は                      

 市街化調整区域の中で、賦課区域となった宅地、墓地、境内地、公園、学校用地等が

対象となります。ただし、排水設備がない場合は、対象とならないこともあります。ま

た、田、畑、山林は対象となりません。 

６ 負担金の額は１㎡当たり４１５円です。                

受益者の方に負担していただく金額は、１㎡あたり４１５円です。 

所有している土地又は権利を有している土地の面積に 415円を乗じた金額となります。 

 

７ 分担金の額は１㎡当たり４３０円です。                

 受益者の方に負担していただく金額は、１㎡当たり４３０円です。 

所有している土地又は権利を有している土地の面積に 430円を乗じた金額となります。

ただし、受益者が居住用に使用している宅地については、面積 300 ㎡以上は一律 13 万

円となります（公共マスが複数必要な場合を除く。）。 

８ 負担金・分担金の納付方法                      

受益者負担金・分担金の納付方法は３年間計 12回に分けて納める分割納付と、１年

分、２年分あるいは３年分の負担金・分担金をまとめて納める一括納付とがあります。

各年度の納期は、次の表のとおりとなります。なお３年 12回に分割したときに 100円

未満の端数があるときは端数金額を１年目の第１期の納付額に合算します。  

例  165㎡（約 50坪）所有されている場合 

   165㎡×415円＝68,475≒68,470円 

              （10円未満の端数がある場合は切り捨て） 

   受益者負担金額は 68,470円となります。 
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９ 一括納付のおすすめ                         

 負担金・分担金を一括納付されますと報奨金が支払われます。 

 負担金・分担金は、３年 12期に分割して納付していただきますが、各年度の最初の

納期内にその年間の全部、あるいは２年分、３年分の全部を一括で納めていただきます

と、納める年度の第１期分の額を除いた納付額（納期前納付額）に対して下表のとおり

報奨金が交付されます。 

 

１０ 負担金・分担金の徴収猶予                     

 土地の状況や受益者の状況により、負担金・分担金の徴収を一定期間猶予する制度が

あります。猶予対象の主なものは、田、畑、山林等（土地の状況により宅地等と認めら

れるものを除く）、係争地などです。 

１１ 受益者に変更があるときは                     

 受益者申告書を提出した後で土地の売買等の事情により受益者の変更があったとき

は、受益者変更の届出をしてください。届出以降の負担金・分担金の納付については、

新たな受益者が納めることになります。実際に土地の売買が行われても、受益者変更の

届出をしないと、もとの受益者（土地の所有者）に負担金・分担金を納めていただくこ

とになりますので、くれぐれもご注意ください。 

 

 

 

 

納   期   限  各 期 の 納 付 額 

1 年目 ２年目 ３年目 納 期  例 165 ㎡（約 50 坪）の土地で 

負担金 68,470 円の場合 

68,470 円÷12 期＝5,705.833…円 

≒5,700 円（第２期以降） 

68,470 円－（5,700 円×１１期） 

＝5,770 円（第１期） 

第１期 第１期 第１期 ６月３０日まで 

第２期 第２期 第２期 ９月３０日まで 

第３期 第３期 第３期 １２月２５日まで 

第４期 第４期 第４期 ３月３１日まで 

一括納付報奨金交付率  （例）負担金額 68,470 円を３年分一括納付した場合 

３年分を納付した場合 10/100 
 

3 年分の負担金    第 1 期納付額     納期前納付額 
68,470 円   －   5,770 円   ＝   62,700 円 

納期前納付額       交付率        報奨金 
62,700 円   ×   10/100    ＝   6,270 円 

3 年分の負担金      報奨金       実際の納付額 
68,470 円   －   6,270 円   ＝   62,200 円 

２年分を納付した場合 7/100 

１年分を納付した場合 4/100 



 

 

 
皆様が使用される下水道管が詰まらないように、処理場での下水の処理が困難になら

ないよう、次のことにご協力ください。 

１ 家庭の天ぷら油等は下水道へ流さないでください。（新聞紙や布等に吸着させ燃

えるゴミとして処理してください。） 

２ 台所の野菜くず・残飯等の小片ゴミを下水道へ流さないでください。 

３ 衛生紙綿等を下水道へ流さないでください。 

４ 町内は分流式のため、雨水を公共下水道へ流さないでください。 

 

 

公共下水道は、その必要性や重要性について理解はされているものの、今まで整備の

遅れていた施設です。豊かで文化的な生活を送るために公共下水道を整備していかなく

てはなりません。受益者負担金制度もさることながら、工事中は地域のみなさんや通行

車両にご迷惑をおかけしますが、公共下水道事業の積極的、能率的な運営に努め、町民

皆さまのよりよい快適な生活環境の実現にまい進してまいりたいと存じますので、ご理

解とご協力をお願い申し上げます。 

     

 

お  願  い 

公共下水道の使用に際して 

中井町役場 

上下水道課 

〒259-0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪 56 

電 話 ０４６５－８１－３９０３（直通） 

ＵＲＬ http://www.town.nakai.kanagawa.jp 

お問い合わせ 


